

	

	趣

旨
	■ 本セミナーは、全国社会保険労務士会連合会が厚生労働省から委託された「中小企業労働契約改善

■ 事業」として、北海道社会保険労務士会が主催するものです。

■ 労働契約法は、個別労働紛争の未然防止のため、平成20年３月１日より施行されています。

■ 企業目的を果たすには、組織として有効に機能していることを要します。「就業規則と実際の職場

■ の労務管理が一致する」など、労働契約法に基づいた本来の就業規則が機能しますと、企業目的の
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■ 達成はもちろんのこと、労働者も「いきいき働く」ことができます。

■ 事業主様など多数の皆さまのご参加をお待ちしております。
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	日
時
	平成２１年１０月２８日（水）

	
	受　付：１３時３０分より

講演会：１４時００分～１６時００分（２時間）

相談会：１６時００分～１７時００分（１時間）

	

	場   所
	ホテル札幌ガーデンパレス（札幌市中央区北１条西６丁目）

	
	

	講師
	北海道社会保険労務士会常任理事（業務研修部長） 特定社会保険労務士　前 田 英 治 氏

	

	受講料
	無　 料
	定

員


	２００名



	
	
	
	※ 定員になり次第締め切らせて頂きます。

	
	
	
	

	申し込み
	１０月１０日（土）まで下記申込書にて
ＦＡＸ等によりお申し込み下さい。

	問い合せ
	北海道社会保険労務士会事務局
札幌市中央区南4条西11丁目サニー南四条ビル
TEL 011-520-1951    FAX 011-520-1952

	

	主催：北海道社会保険労務士会

後援：北海道労働局、北海道、札幌市、北海道新聞社、札幌商工会議所、北海道中小企業家同友会



	≪会 社 名≫                                                ≪参加人数≫             名
≪ＴＥＬ≫                                   ≪ＦＡＸ≫                                     

≪メールアドレス≫                                                                          

	≪個別相談を希望する会社様は、相談内容につき、いずれかの項目に○を付けて下さい≫

	　１．採用　 ２．労働時間・休日　 ３．賃金・退職金等　 ４．いじめ・嫌がらせ（メンタルヘルス）　

　５．セクハラ等均等待遇　 ６．人事・配転・出向等　 ７．懲戒　 ８．退職・解雇　 ９．雇止め  

１０．労働条件引き下げ     １１．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）





内　　容


１ 労働契約法制定の背景


２ 就業規則の骨格の考え方


３ 業種の特性を踏まえた労務管理


４ 多様な就業形態での有効な労務など





参加者特典


■講演終了後の


  就業規則無料相談


■診断シートによる


メンテナンス


■労働契約法主要条文と判例の進呈


■モデル就業規則の進呈
































北海道社労士会セミナー参加申込書　 ＦＡＸ▼０１１－５２０－１９５２▼
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